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「スマホルール」Ｑ＆Ａ 

Ｑ１ ルールは誰に適用されますか？ 

 今現在、スマートフォンや携帯、タブレット等のインターネットにつながる端末を利用している全

ての小・中学生が対象になります。また、現在利用していない小・中学生についても、今後、スマホ

等の利用を始める際には、ルールを守って利用するよう、事前に家庭での話し合いをお願いします。 

 

Ｑ２ ルールはいつからスタートですか？ 

 プリントが配布された時点からスタートとします。 

 ただし、各家庭での話し合いがきちんとなされることが必要ですので、早い時期に話し合いをして

いただいて、子どもにルールにそった利用をさせるようお願いします。 

 

Ｑ３ 今家庭で決めているルールはどうしたらいいですか？  

必ずこのルールでなければならないですか？ 

共通ルールに反対ですので、今のままでいいですか？ 

 まずは、子どもが「スマホ依存」や「ネットトラブル」、「犯罪の被害者（または加害者）」になる可

能性が高まっている今の状況を考えると、子どもの安全や子どもの将来を守るためにはルールが必要

であることをご理解ください。 

また、今回、共通のルールを決めるに至った背景として、各家庭でルールを決めるだけでは難しい

部分もあったこと、また、多くの家庭から共通のルールを求める声があったことから、共通ルールを

決めていますので、ご家庭でのご協力をお願いします。 

 共通のルールについては、最低限のルールとして考えていますので、それ以上のルールを家庭で作

っているのであれば、そのままのルールで利用させてください。 

 ただし、共通ルールを下回るような場合は、ルールの変更を話し合い、共通ルールが守られるよう

にお願いします。 

 

Ｑ４ 学校へのスマホの持ち込みができるようになるのですか？ 

 文部科学省で検討するとの報道がありましたが、結論が出るまでは「持ち込み禁止」のままです。

仮に、将来「持ち込み可能」となった場合でも、今回の共通ルールは子どもの安全や将来を守るため

のものですので、必要性は変わらないと考えます。 

 

Ｑ５ 今後、ルールについての変更とかはあるのですか？ 

 共通のルールは、みんなで話し合って改善していくことも大切なことだと考えます。 

 今後、スマホ等の利用状況やルールについてのアンケートを実施するなどして、子どものスマホ等

の利用のあり方について、検討を続けていく予定でいます。 

 

問い合わせ先：各学校のＰＴＡ事務局（教頭）か、教育委員会指導主事（54-2121）までお願いします 


